
（様式４） 

重要取組シート 

取組項目 人権を尊重する取組の推進 

現状・課題 

・平和や人権の尊重に関する意識の向上、人権課題の解決及び人権擁護を図るため

の施策の推進について定めた「堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例」に基

づき、本市のもつ特徴や社会情勢を踏まえながら、すべての施策を平和と人権を

尊重する視点を持って進めている。 

・社会情勢の変化に伴い、新たな課題が生じる中、新型コロナウイルス感染症に関

連する人権など、複雑多様化する人権課題への適切な対応が必要となっている。 

取 組 の 

内  容 

○堺市人権施策推進計画の策定 

堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例第 5条に基づき、堺市人権施策推進計

画を策定している。現行計画は、平成 27年度から令和 3年度までが計画期間とな

っており、令和 4年度を初年度とする次期人権施策推進計画の策定に向けた取組を

行う。 

○人権啓発 

新型コロナウイルス感染症の動向を注視しながら、新型コロナウイルスに関連す

る誹謗中傷など、様々な人権課題について啓発活動を推進し、あわせて、多様化す

る人権相談に、関係部局と連携しながら適切に対応する。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7月） 

□ 堺市人権施策推進審議会（計画素案審議） （７月） 

□ 新型コロナウイルス感染症の動向を注視しながら、各種講演会や啓発行事の 

実施、人権相談への対応（～3月） 

中期 

（～11月） 

□ 堺市人権施策推進審議会（計画案審議）  （10月） 

□ 堺市人権施策推進計画 パブリックコメント（12月） 

後期 

（～3月） 

□ 堺市人権施策推進審議会（計画案報告）    （2月） 

□ 堺市人権施策推進計画策定                （3月） 

次年度 

以降 

□ 堺市人権施策推進計画の実施（令和 4年度～） 

□ 差別のない平和と人権が守られる社会の実現に向け、各種講演会や啓発事業の 

実施  

進
捗
の
状
況 

前期 

（～7月） 

□ 堺市人権施策推進計画素案の作成（4月～7月） 

□ 新型コロナウイルスの感染防止対策を講じたうえで、啓発事業の実施、人権相談

への対応（4月～7月） 

中期 

（～11月） 

□ 堺市人権施策推進審議会（計画素案審議）（8月、10月） 

□ 新型コロナウイルスの感染防止対策を講じたうえで、講演会や啓発事業の実施  

人権相談への対応（8月～11月） 

後期 

（～3月） 

□ 堺市人権施策推進計画 パブリックコメント（12月） 

□ 堺市人権施策推進審議会（計画案報告）（2月） 

□ 堺市人権施策推進計画策定 （3月） 

□ 新型コロナウイルスの感染防止対策を講じたうえで、講演会や啓発事業の実施  

人権相談への対応（12月～3月） 

  

市民人権局 人権部  
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